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栃木県告示第399号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を指定したので、同

法第78条の規定により次のとおり公示する。

平成20年７月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

介 護 保 険
事業所番号

指定居宅サービス事業所 指　定　の　申　請　者
指定の
年月日

サ ー ビ ス
の 種 類

名　　　称 所　在　地 名称及び主たる
事務所の所在地

代表者の氏名
及 び 住 所

70201851

70201885

70401071

ピジョン真中株
式会社訪問介護
足利事業所

ハッピー足利・
ヘルパーステー
ション

花の器さの

足利市伊勢町四
丁目3番地3号

足利市有楽町
841番地3号岩
崎ビル２F

佐野市犬伏下町

ピジョン真中株
式会社
栃木市昭和町8
番23号

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社花の器

森田　芳穂
群馬県前橋市大
友町一丁目10
番10号

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

檜山　真

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年

訪問介護

訪問介護

訪問介護



（514）平成20年７月８日　火曜日 第1985号栃　木　県　公　報

70401238

70801304

71100326

72700868

70401246

71000799

61690013

50780007

70201869

ハッピー佐野・
ヘルパーステー
ション

ハッピー小山・
ヘルパーステー
ション

ハッピー矢板・
ヘルパーステー
ション

介護センター
オーツーリーフ

ハッピー佐野
北・訪問入浴ス
テーション

ハッピー大田
原・訪問入浴ス
テーション

訪問看護ステー
ションつばさ

介護老人保健施
設見龍堂メディ
ケアユニッツ

デイサービスな
ごみ

2141番地8

佐野市富岡町
193番地5号ツ
カモトハイツ
102号室

小山市天神町一
丁目4番31号

矢 板 市 東 町
1250番地1

芳賀郡茂木町茂
木41番地1

佐野市吉水駅前
14番地14号フ
ラワーコーポ
102号室

大田原市薄葉
2206番地2金井
倉庫付事務所
102号

下野市小金井
3009番地88

日光市木和田島
3008番地の8

足利市小俣町
678番地1やす
らぎマンション

宇都宮市細谷町
371番地1

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社ヴィ
ヴァーチェ
真岡市下高間木
二丁目7番地

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

合同会社メディ
カルサポート翼
下野市小金井
3009番地88

医療法人矢尾板
記念会
日光市平ケ崎
609番地の4

株式会社ピュア
足利市小俣町
678番地1やす

那須郡那珂川町
馬頭2085番地

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

大山　由加利
真岡市下高間木
二丁目7番地

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

小島　啓司
下野市笹原35
番地9

矢尾板　誠一
日光市平ケ崎
608番地の1

村上　克知
群馬県桐生市境
野町三丁目1297

7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

訪問介護

訪問介護

訪問介護

訪問介護

訪問入浴介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリ
テーション

通所介護



70201877

70401220

71100318

71300439

72301105

70401204

ハッピー足利・
デイサービスセ
ンター

ハッピー佐野・
デイサービスセ
ンター

ハッピー矢板・
デイサービスセ
ンター

プラスケア那須

株式会社ふわり

青木エステート
有限会社介護事
業所

102号

足利市有楽町
841番地3号岩
崎ビル1階

佐野市赤見町
3109番地1

矢 板 市 東 町
1250番地1

那須塩原市下永
田一丁目1425
番地

下都賀郡壬生町
壬生丁205番地
7

佐野市山形町
291番地

らぎマンション
102号

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社大成企
業ビル
東京都港区芝浦
三丁目14番19
号

株式会社ふわり
下都賀郡壬生町
壬生丁205番地
7

青木エステート
有限会社
佐野市吉水駅前
三丁目3番地7

番地三ツ堀五階
団地31号

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

稲数　則光
東京都品川区旗
の台六丁目26
番3号

尾本　康子
宇都宮市雀の宮
六丁目3番50号

青木エステート
有限会社
佐野市山形町
295番地

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

通所介護

通所介護

通所介護

通所介護

福祉用具貸与
特定福祉用具
販売

特定福祉用具
販売

栃木県告示第400号

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者を指定したので、同

法第85条の規定により次のとおり公示する。

平成20年７月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

介 護 保 険
事業所番号

70401253

指定居宅介護支援事業所 指　定　の　申　請　者
指定の
年月日

平成20年
7 月 1 日

サ ー ビ ス
の 種 類

居宅介護支援

名　　　称

シルバー介護サ
ポートセンター

所　在　地

佐野市上羽田
町1024番地2

名称及び主たる
事務所の所在地

株式会社グッド
ライフ・イノ
ベーション
佐野市上羽田町
1024番地２

代表者の氏名
及 び 住 所

寺内　一寿
佐野市上羽田町
1024番地2

平成20年７月８日　火曜日 第1985号（515）栃　木　県　公　報



70401212

70600235

71100334

71500087

72700868

72501217

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

居宅介護支援

居宅介護支援

居宅介護支援

居宅介護支援

居宅介護支援

居宅介護支援

ハッピー佐野・
居宅介護支援事
業所

居宅介護支援事
業所ふわり

ハッピー矢板・
居宅介護支援事
業所

有限会社リビー
タス

介護センター
オーツーリーフ

つつじ荘ケアサ
ポート

佐野市富岡町
193番地5号ツ
カモトハイツ
102号室

日 光 市 森 友
1173番地

矢 板 市 東 町
1250番地1

那須烏山市田
野倉371番地1

芳賀郡茂木町
茂木41番地1

那須郡那須町
湯本203番地
96

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社日光介
護福祉サービス
日光市森友1173
番地

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

有限会社リビー
タス
那須烏山市田野
倉371番地1

株式会社ヴィ
ヴァーチェ
真岡市下高間木
二丁目7番地

株式会社ロート
レック
下野市笹原108
番地10

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

相馬　正三
日光市今市98
番地1

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

田代　富夫
那須烏山市田野
倉371番地1

大山　由加利
真岡市下高間木
二丁目7番地

佐藤　貴之
下野市石橋1563
番 地 2 5 プ レ
ジールファミーユ
Ａ棟102号

栃木県告示第401号

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を指定したので、

同法第115条の９の規定により次のとおり公示する。

平成20年７月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

介 護 保 険
事業所番号

70201851

70201885

指定介護予防サービス事業所 指　定　の　申　請　者
指定の
年月日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

サ ー ビ ス
の 種 類

介護予防訪問
介護

介護予防訪問
介護

名　　　称

ピジョン真中株
式会社訪問介護
足利事業所

ハッピー足利・
ヘルパーステー
ション

所　在　地

足利市伊勢町四
丁目3番地3号

足利市有楽町
841番地3号岩
崎ビル２F

名称及び主たる
事務所の所在地

ピジョン真中株
式会社
栃木市昭和町8
番23号

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北

代表者の氏名
及 び 住 所

森田　芳穂
群馬県前橋市大
友町一丁目10
番10号

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

（516）平成20年７月８日　火曜日 第1985号栃　木　県　公　報



70401071

70401238

70801304

71100326

72700868

70401246

71000799

61690013

50780007

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

介護予防訪問
介護

介護予防訪問
介護

介護予防訪問
介護

介護予防訪問
介護

介護予防訪問
介護

介護予防訪問
入浴介護

介護予防訪問
入浴介護

介護予防訪問
看護

介護予防訪問
リハビリテー
ション

花の器さの

ハッピー佐野・
ヘルパーステー
ション

ハッピー小山・
ヘルパーステー
ション

ハッピー矢板・
ヘルパーステー
ション

介護センター
オーツーリーフ

ハッピー佐野
北・訪問入浴ス
テーション

ハッピー大田
原・訪問入浴ス
テーション

訪問看護ステー
ションつばさ

介護老人保健施
設見龍堂メディ
ケアユニッツ

佐野市犬伏下町
2141番地8

佐野市富岡町
193番地5号ツ
カモトハイツ
102号室

小山市天神町一
丁目4番31号

矢 板 市 東 町
1250番地1

芳賀郡茂木町茂
木41番地1

佐野市吉水駅前
14番地14号フ
ラワーコーポ
102号室

大田原市薄葉
2206番地2金井
倉庫付事務所
102号

下野市小金井
3009番地88

日光市木和田島
3008番地の8

大塚一丁目13
番15号

株式会社花の器
宇都宮市細谷町
371番地1

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社ヴィ
ヴァーチェ
真岡市下高間木
二丁目7番地

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

合同会社メディ
カルサポート翼
下野市小金井
3009番地88

医療法人矢尾板
記念会
日光市平ケ崎
609番地の4

檜山　真
那須郡那珂川町
馬頭2085番地

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

大山　由加利
真岡市下高間木
二丁目7番地

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

小島　啓司
下野市笹原35
番地9

矢尾板　誠一
日光市平ケ崎
608番地の1

平成20年７月８日　火曜日 第1985号（517）栃　木　県　公　報



70201869

70201877

70401220

71100318

71300439

72301105

70401204

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

平成20年
7 月 1 日

介護予防通所
介護

介護予防通所
介護

介護予防通所
介護

介護予防通所
介護

介護予防通所
介護

介護予防福祉
用具貸与
特定介護予防
福祉用具販売

特定介護予防
福祉用具販売

デイサービスな
ごみ

ハッピー足利・
デイサービスセ
ンター

ハッピー佐野・
デイサービスセ
ンター

ハッピー矢板・
デイサービスセ
ンター

プラスケア那須

株式会社ふわり

青木エステート
有限会社介護事
業所

足利市小俣町
678番地1やす
らぎマンション
102号

足利市有楽町
841番地3号岩
崎ビル1階

佐野市赤見町
3109番地1

矢 板 市 東 町
1250番地1

那須塩原市下永
田一丁目1425
番地

下都賀郡壬生町
壬生丁205番地
7

佐野市山形町
291番地

株式会社ピュア
足利市小俣町
678番地1やす
らぎマンション
102号

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

株式会社大成企
業ビル
東京都港区芝浦
三丁目14番19
号

株式会社ふわり
下都賀郡壬生町
壬生丁205番地
7

株式会社ジャパ
ンケアサービス
東日本
東京都豊島区北
大塚一丁目13
番15号

村上　克知
群馬県桐生市境
野町三丁目1297
番地三ツ堀五階
団地31号

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市 緑 区 中 尾
1949番地7

稲数　則光
東京都品川区旗
の台六丁目26
番3号

尾本　康子
宇都宮市雀の宮
六丁目3番50号

馬袋　秀男
埼玉県さいたま
市緑区中尾1949
番地7

（高齢対策課）

栃木県告示第402号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成20年７月８日から同年８月６日まで一般の

縦覧に供する。

平成20年７月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

Ⅰ
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道路の種類　一般国道

路　線　名　293号

道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区　　　　　　　　　間 敷地の幅員

(メートル)
延　　長
(メートル) 備　考

前
那須郡那珂川町大字馬頭字三枚畑1812-2から
那須郡那珂川町大字馬頭字三枚畑2120-1まで

21.0～33.0 175.0

後
那須郡那珂川町大字馬頭字三枚畑1812-2から
那須郡那珂川町大字馬頭字三枚畑2120-1まで

21.0～33.0 175.0

Ⅱ

道路の種類　県道

路　線　名　主要地方道　大田原氏家線

道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区　　　　　　　　　間 敷地の幅員

(メートル)
延　　長
(メートル) 備　考

１９４

前
さくら市下河戸字小右エ門塚1416-1から
さくら市鷲宿字長坂久保3620-1まで

11.3～23.2 550.0

後
さくら市下河戸字小右エ門塚1416-1から
さくら市鷲宿字長坂久保3620-1まで

11.3～27.2 550.0

栃木県告示第403号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成20年７月８日から同年８月６日まで一般の

縦覧に供する。

平成20年７月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

整理番号 路　線　名

一般国道２９３号

供　用　開　始　の　区　間

那須郡那珂川町大字馬頭字柳町1839-4から

那須郡那珂川町大字馬頭字三枚畑2099-1まで

供用開始の期日

平成20年７月８日

午後２時

（道路保全課）

公公 告告

○栃木県情報公開条例の運用状況の公表

栃木県情報公開条例（平成11年栃木県条例第32号。以下「条例」という。）第33条の規定により平成19年

度の運用状況を次のとおり公表する。

平成20年７月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

１　公文書開示請求等の決定等の状況

(1) 請求及び申出の件数
（単位：件）
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区 　 　 　 　 　 　 　 　 　 分 請　　　　　　　　　求 申　　　　　　　　　　出

個　　　　　　　　　　　　人 １９６ ６４

法　　　　　　　　　　　　人 １７６ ８２

任 意 の 団 体 １５ －

利 害 関 係 者 １

合　　　　　　　　　　　　計 ３８８ １４６

(2) 請求及び申出に係る対象公文書数

（単位：件）

実 施 機 関

知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事

総 合 政 策 部

請　　　　　　　　　求

１６５

申　　　　　　　　　　出

２

経 営 管 理 部 ６７ １６

県 民 生 活 部 ７４ －

環 境 森 林 部 ７６ ２３

保 健 福 祉 部 ２３３ １５９

産 業 労 働 観 光 部 ９ ６

農 政 部 ６９３ ３

県 土 整 備 部 ７１０ ２９９

会 計 局 － －

企 業 局 ２５ －

小　　　　　　　　 計 ２，０５２ ５０８

教 育 委 員 会 ２ ４

選 挙 管 理 委 員 会 １，９６１ １０８

人 事 委 員 会 ９ －

監 査 委 員 － －

公 安 委 員 会 － －

警 察 本 部 長 ７０ ２７

労 働 委 員 会 － －

収 用 委 員 会 － －

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 － －

合 　 　 　 　 　 　 計 ４，０９４ ６４７

(3) 請求及び申出に係る対象公文書の決定等の状況

（単位：件）

区 分 請　　　　　　　　　求 申　　　　　　　　　　出

開　　　　　　　　 示 ２，１８２ ４５９

（520）平成20年７月８日　火曜日 第1985号栃　木　県　公　報



決
　
　
　
定

部 分 開 示 １，８０２ １５９

非 開 示 ４３ ２

存 否 応 答 拒 否 ２ －

不 存 在 ６５ ２７

却 下 － －

取 下 げ － －

合　　　　　　　　　　　 計 ４，０９４ ６４７

注　１　請求：請求権者からのもの（条例第５条各号）

２　申出：請求権者以外からのもの（条例第18条第１項）

２　不服申立ての状況

区

分

１

２

３

４

５

６

７

８

不 服
申 立 て
年 月 日

平成18年
９ 月 ５ 日

平成18年
10月13日

平成20年
２月13日

平成20年
２月13日

平成20年
２月13日

平成20年
２月13日

平成20年
２月13日

平成20年
２月13日

内 容

病院と同一敷地内の建物におけるア
スベスト等使用状況調査に関する文
書他２件の非開示決定の取消し

温泉掘削等許可台帳の部分開示決定
の取消し

宇都宮市から勤務する職員の本庁出
張に関する旅費請求（精算）書等の
非開示決定の取消し

宇都宮市から勤務する職員の本庁出
張に関する旅費請求（精算）書等の
非開示決定の取消し

宇都宮市から勤務する職員の本庁出
張に関する旅費請求（精算）書等の
非開示決定の取消し

宇都宮市から勤務する職員の本庁出
張に関する旅費請求（精算）書等の
非開示決定の取消し

宇都宮市から勤務する職員の本庁出
張に関する旅費請求（精算）書等の
非開示決定の取消し

宇都宮市から勤務する職員の本庁出
張に関する旅費請求（精算）書等の
非開示決定の取消し

審 査 会 へ の 諮 問 及 び 答 申

諮問年月日

平成18年
９月20日

平成18年
11月２日

平成20年
２月28日

平成20年
２月28日

平成20年
２月28日

平成20年
２月28日

平成20年
２月29日

平成20年
２月29日

答 申 内 容

対象公文書のうち一
部については開示す
べきである。

対象公文書のうち一
部については開示す
べきである。

審議中

審議中

審議中

審議中

審議中

審議中

決 定 等

の 状 況

一 部 認 容
（答申のと
おり）
平成19年
５月24日

一 部 認 容
（答申のと
おり）
平成19年
10月２日
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３　情報の公表及び提供

実 施 機 関

知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事

総 合 政 策 部

県 民 プ ラ ザ の
閲 覧 用 行 政 資 料 数

3 2 7

行 政 資 料 の 有 償 頒 布 数

3 1 2

経 営 管 理 部 3 9 2 2 8 5

県 民 生 活 部 2 3 2 2 8 3

環 境 森 林 部 2 3 1 2 2 5

保 健 福 祉 部 3 8 7 5 6 6

産 業 労 働 観 光 部 2 6 1 4 6

農 政 部 3 3 2 3 6

県 土 整 備 部 2 4 8 6 0 6

会 計 局 4 1 －

企 業 局 1 4 －

小　　　　　　　　 計 2 , 4 6 5 2 , 3 5 9

教 育 委 員 会 2 0 1 1 5 1

選 挙 管 理 委 員 会 2 9 1 4

人 事 委 員 会 2 5 －

監 査 委 員 8 －

公 安 委 員 会 － －

警 察 本 部 長 3 5 －

労 働 委 員 会 5 －

収 用 委 員 会 3 －

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 － －

合 　 　 　 　 　 　 計 2 , 7 7 1 2 , 5 2 4

○栃木県個人情報保護条例の運用状況の公表

栃木県個人情報保護条例（平成13年栃木県条例第３号）第56条の規定により平成19年度の運用状況を次の

とおり公表する。

平成20年７月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　　

１　個人情報開示請求等の決定等の状況

(1) 請求の件数（簡易開示に係るものを除く。）
（単位：件）

区　　　　　　　　　　　分 開 示 請 求 訂 正 請 求

本　　　　　　　　　　　　人 １９ 1

法 定 代 理 人 － －

合　　　　　　　　　　　　計 １９ 1

注　利用停止請求については、請求がなかったため省略する（以下同じ。）。
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(2) 請求に係る対象公文書数
（単位：件）

実 施 機 関

知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事

総 合 政 策 部

開 示 請 求

－

訂 正 請 求

－

経 営 管 理 部 1 3 －

県 民 生 活 部 － －

環 境 森 林 部 － －

保 健 福 祉 部 3 －

産 業 労 働 観 光 部 2 0 4

農 政 部 8 －

県 土 整 備 部 1 －

会 計 局 － －

企 業 局 － －

小　　　　　　　　 計 4 5 4

議 会 － －

教 育 委 員 会 － －

選 挙 管 理 委 員 会 － －

人 事 委 員 会 8 －

監 査 委 員 － －

公 安 委 員 会 － －

警 察 本 部 長 1 6 －

労 働 委 員 会 － －

収 用 委 員 会 － －

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会

合 　 　 　 　 　 　 計

－

6 9

－

4

(3) 開示請求に係る対象公文書の決定等の状況
（単位：件）

区　　　　　　　　　　　　分 開 示 請 求

決
　
　
　
　
　
定

開　　　　　　　　 示

部 分 開 示

非 開 示

存 否 応 答 拒 否

不 存 在

却 下

取 下 げ

合 計

３５

３１

－

－

３

－

－

６９
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(4) 訂正請求に係る対象公文書数及び決定等の状況
（単位：件）

区　　　　　　　　　　　　分

決
　
　
定

訂 正

部 分 訂 正

非 訂 正

合 計

訂 正 請 求

－

－

4

4

２　不服申立ての状況

区

分

１

２

３

４

５

不 　 　 服
申 立 て
年 月 日

平成19年
８月27日

平成19年
10月18日

平成19年
12月21日

平成20年
２ 月 ３ 日

平成20年
２ 月 ４ 日

内 容

電話記録書の部分開示決定の取消し

復命書の部分開示決定の取消し

駐車場監視カメラのＤＶＤの非開示
決定の取消し

第三者からの意見書等の部分開示決
定の取消し

電話記録書及び復命書の非訂正決定
の取消し

審 議 会 へ の 諮 問 及 び 答 申

諮問年月日

平成19年
９月12日

平成19年
10月25日

平成20年
１月24日

平成20年
２月27日

平成20年
２月27日

答 申 内 容

審議中

審議中

審議中

審議中

審議中

決 定 等

の 状 況

３　簡易開示の対象試験等数及び開示件数

実 施 機 関 対 象 試 験 等 数 実 施 試 験 等 数 件 数

知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事

総 合 政 策 部 ― ― ―

経 営 管 理 部 2 1 ―

県 民 生 活 部 ― ― ―

環 境 森 林 部 1 1 ―

保 健 福 祉 部 1 4 9 1 , 9 7 9

産 業 労 働 観 光 部 6 5 3 5

農 政 部 9 7 ―

県 土 整 備 部 ― ― ―

会 計 局 ― ― ―

企 業 局 ― ― ―

小　　　　　　　　 計 3 2 2 3 2 , 0 1 4
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議 会 ― ― ―

教 育 委 員 会 2 2 7 , 3 2 7

選 挙 管 理 委 員 会 ― ― ―

人 事 委 員 会 8 8 2 5 1

監 査 委 員 ― ― ―

公 安 委 員 会 ― ― ―

警 察 本 部 長 ― ― ―

労 働 委 員 会 ― ― ―

収 用 委 員 会 ― ― ―

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 ― ― ―

合 　 　 　 　 　 　 計 4 2 3 3 9 , 5 9 2

４　個人情報取扱事務登録の件数

実 施 機 関 件 数

知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事

総 合 政 策 部 3 0

経 営 管 理 部 5 6

県 民 生 活 部 7 2

環 境 森 林 部 1 1 4

保 健 福 祉 部 2 6 6

産 業 労 働 観 光 部 8 1

農 政 部 1 2 0

県 土 整 備 部 1 0 3

会 計 局 8

企 業 局 8

小　　　　　　　　 計

議 会

8 5 8

5

教 育 委 員 会 8 5

選 挙 管 理 委 員 会 1 9

人 事 委 員 会 8

監 査 委 員 4

公 安 委 員 会 4

警 察 本 部 長 1 3 7

労 働 委 員 会 1 1

収 用 委 員 会 3
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内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 4

合 　 　 　 　 　 　 計 1 , 1 3 8

（文書学事課）

○公の施設に係る指定管理者の募集

栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年栃木県条例第４号）第３条第１項

の規定により、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を次のとおり公募する。

平成20年７月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

Ⅰ

１　当該公募に係る公の施設の設置の目的、規模その他当該公の施設の概要に関する事項

(1) 名称

とちぎ男女共同参画センター

(2) 所在地

栃木県宇都宮市野沢町４番地１

(3) 設置の目的

男女共同参画の推進を図り、もって豊かで活力ある社会の形成に資する。

(4) 規模等

鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地下１階地上３階

敷地面積30,992.76㎡、延床面積7,048.71㎡

２　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲に関する事項

(1) 管理の基準

休館日及び利用時間その他の項目について公募要領に記載したとおりとする。

(2) 業務の範囲

①　とちぎ男女共同参画センターの施設の維持管理に関すること。

②　有料施設等の利用の許可に関すること。

③　とちぎ男女共同参画センターの運営に関すること。

④　その他附帯する業務を行うこと。

３　指定管理者の指定の申請をする法人等に必要な資格に関する事項

指定期間中、安全かつ円滑に対象施設を管理運営できる法人その他の団体であることその他公募要領に

記載した資格を満たすものとする。

４　指定管理者として指定する期間に関する事項

平成21年４月１日から平成26年３月31日までの５年間とする。（予定）

５　指定管理者の候補者の選定の方法に関する事項

提出された申請書を基にとちぎ男女共同参画センター・とちぎ青少年センター指定管理者選考委員会で

選考を行い、その意見を聴いた上で、知事が指定管理者の候補者を選定する。

６　指定申請の受付期間等

平成20年８月11日（月）から同年９月16日（火）までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前

８時30分から午後５時30分まで（持参、郵送ともに同年９月16日午後５時30分担当部局あて必着とする。）

７　担当部局

〒320-8501 宇都宮市塙田１-１-20 栃木県庁本館７階

栃木県県民生活部青少年男女共同参画課男女共同参画担当

電話 028-623-3074 FAX 028-623-3150 E-mail seishonen-danjo@pref.tochigi.lg.jp

８　その他

公募要領は、担当部局に備え置くとともに栃木県ホームページからダウンロードできる。
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（http://www.pref.tochigi.lg.jp/system/honchou/honchou/seishonen-danjo-gyoseijouhou.html）

Ⅱ

１　当該公募に係る公の施設の設置の目的、規模その他当該公の施設の概要に関する事項

(1) 名称

とちぎ青少年センター

(2) 所在地

栃木県宇都宮市駒生１丁目１番６号

(3) 設置の目的

青少年の交流及び社会参加活動を支援し、もって青少年の健全な育成を図る。

(4) 規模等

鉄筋コンクリート造地上３階

敷地面積6,712.66㎡、延床面積2,488.25㎡

２　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲に関する事項

(1) 管理の基準

利用時間その他の項目について公募要領に記載したとおりとする。

(2) 業務の範囲

①　とちぎ青少年センターの施設の維持管理に関すること。

②　有料施設等の利用の許可に関すること。

③　とちぎ青少年センターの運営に関すること。

④　その他附帯する業務を行うこと。

３　指定管理者の指定の申請をする法人等に必要な資格に関する事項

指定期間中、安全かつ円滑に対象施設を管理運営できる法人その他の団体であることその他公募要領に

記載した資格を満たすものとする。

４　指定管理者として指定する期間に関する事項

平成21年４月１日から平成26年３月31日までの５年間とする。（予定）

５　指定管理者の候補者の選定の方法に関する事項

提出された申請書を基にとちぎ男女共同参画センター・とちぎ青少年センター指定管理者選考委員会で

選考を行い、その意見を聴いた上で、知事が指定管理者の候補者を選定する。

６　指定申請の受付期間等

平成20年８月11日（月）から同年９月16日（火）までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前

８時30分から午後５時30分まで（持参、郵送ともに同年９月16日午後５時30分担当部局あて必着とする。）

７　担当部局

〒320-8501 宇都宮市塙田１-１-20 栃木県庁本館７階

栃木県県民生活部青少年男女共同参画課青少年育成担当

電話 028-623-3076 FAX 028-623-3150 E-mail seishonen-danjo@pref.tochigi.lg.jp

８　その他

公募要領は、担当部局に備え置くとともに栃木県ホームページからダウンロードできる。

（http://www.pref.tochigi.lg.jp/system/honchou/honchou/seishonen-danjo-gyoseijouhou.html）

（青少年男女共同参画課）

○建設業者の監督処分

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第３項の規定による処分をしたので、同法第29条の５第１項の

規定により次のとおり公告する。

平成20年７月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　　

１　処分をした年月日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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平成20年７月１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　処分を受けた者の商号、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号　　　　　　　　　　　　　　
株式会社ケイノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
佐野市栃本町2349番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表取締役　慶野　学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
栃木県知事許可（般・特－18）第2585号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３　処分の内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建設業法第28条第３項の規定による営業の停止命令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(1) 停止を命ずる営業の範囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建設業に係る営業の全部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(2) 停止を命ずる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平成20年７月９日から同月15日までの７日間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　処分の原因となった事実
株式会社ケイノ及び同社の前代表取締役が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、平成20年

２月15日宇都宮地方裁判所において、同社が罰金500万円、同社の前代表取締役が懲役２年執行猶予３年
の判決を受け、その刑が確定したこと（建設業法第28条第１項第３号該当）。

○建設業者の監督処分
建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定による処分をしたので、同法第29条の５第１項の

規定により次のとおり公告する。
平成20年７月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　　
１　処分をした年月日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平成20年７月１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　処分を受けた者の商号、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号　　　　　　　　　　　　　
株式会社ケイノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
佐野市栃本町2349番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表取締役　慶野　学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
栃木県知事許可（般・特－18）第2585号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３　処分の内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建設業法第29条第１項の規定による許可の取消し

４　取消しに係る建設業
さく井工事業及び水道施設工事業に関する一般建設業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５　処分の原因となった事実
株式会社ケイノは、さく井工事業の専任技術者であった者及び水道施設工事業の専任技術者であった者が
同社を退社していたにもかかわらず、平成18年11月21日に行った建設業許可の更新の申請において、両者
を専任の技術者として営業所に置いていることに相違ない旨を記載した証明書を申請書に添付し、不正の手
段により同年12月１日に建設業の許可を受けたこと（建設業法第29条第１項第５号該当）。

（監理課）

監監 査査 委委 員員

栃木県監査委員告示第14号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定に基づき、栃木県知事から、監査の結果に基づ

き、措置を講じた旨通知があったので、同項の規定により、次のとおり公表する。
平成20年７月８日

栃木県監査委員　　青　　木　　　　　務
同　　　　　螺　　良　　昭　　人
同　　　　　黒　　本　　敏　　夫

同　　　　　佐　　藤　　　　　誠
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監査の結果の措置状況

監査対象機関名 監査年月日

平成20年1月25日

監　査　の　結　果

工事事務のうち、河川改良費

（河川修繕費・河川整備費）

に係る河川修繕工事（堆積土

除去工）及び河川整備工事

（河道整備工）、砂防施設等修

繕費に係る砂防修繕工事（水

路工・堆積土除去工）の設計

積算において、諸経費の積算

に当たり適用する工種区分に

ついて、「河川工事」を適用

すべきところを、「河川維持

工事」を適用したため、設計

額が過小となっているものが

８件1,386,000円あった。

講　じ　た　措　置

今後、同種工事の設計積算に

係る諸経費の適用に当たって

は、土木工事標準積算基準の

「河川工事」を適用すべく周

知徹底を図るとともに、検算

等チェック機能を強化し、適

正な設計積算に努めます。

真 岡 土 木 事 務 所

平成20年2月4日 委託事務のうち、国庫補助道

路改築費に係る地質・土質調

査業務委託（機械ボーリング

調査）の設計積算において、

解析等調査における打合せ協

議経費の計上漏れにより、設

計額が過小となっているもの

が２件142,000円あった。

今後、同種工事の設計積算に

当たっては、解析等調査に係

る打合せ協議の経費を適正に

計上すべく設計積算の明確

化、適用の徹底、チェック体

制の改善など適正な設計積算

に努めます。

宇都宮土木事務所

○栃木県議会情報公開条例の運用状況の公表

栃木県議会情報公開条例（平成12年栃木県条例第１号。以下「条例」という。）第30条の規定により平成19

年度の条例の運用状況を次のとおり公表する。

平成20年７月８日

栃木県議会議長　　石　　坂　　真　　一

１　公文書開示請求等の決定等の状況

(1) 請求及び申出の件数
（単位：件）

議議 会会

区　　　　　　　　　　分 請　　　　　　　　　 求 申　　　　　　　　　 出

個　　　　　　　　　　人 ５ －

法　　　　　　　　　　人 － －

任 意 の 団 体 ２ －

利 害 関 係 者 －

合　　　　　　　　　　計 ７ －
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(2) 請求及び申出に係る対象公文書の決定等の状況
（単位：件）

区　　　　　　　　　　分

決
　
　
　
　
　
　
定

開 示

請　　　　　　　　　 求

8 0

申　　　　　　　　　 出

－

部 分 開 示 － －

非
　
開
　
示

非 開 示

存 否 応 答 拒 否

不 存 在

未 決 定

－ －

－ －

1 －

－ －

取 下 げ － －

合 計 8 1 －

注 請求とは請求権者からのもの（条例第５条）をいい、申出とは請求権者以外からのもの（条例第18

条）をいう。

２　不服申立ての状況

該当なし。

○入札公告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成20年７月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

１　入札に付する事項

(1) 媒体の名称　薬物乱用防止啓発リーフレット「乱用薬物の豆知識」における広告募集

(2) 媒体の仕様　入札説明書による。

(3) 広告掲載条件　入札説明書による。

２　入札に参加する者に必要な資格

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。

(2) 競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、広告の入札参加資格を有するものと

決定された者であること。

(3) 平成20年7月31日において、栃木県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成９年10月１日付け

出会第26号）に基づく指名停止期間中でない者であること。

(4) 栃木県内に本店、支店、営業所又は代理店を有する者であること。

３　入札の手続等

(1) 契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所

〒320-8501  栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号

栃木県保健福祉部薬務課温泉・薬物対策担当　電話028-623-3119

(2) 入札及び開札の日時及び場所

平成20年７月31日午前10時00分

〒320-8501  栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号　栃木県庁本館５階保健福祉部会議室２

(3) その他

調調 達達 等等 公公 告告
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入札説明書は、平成20年７月８日から同月30日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９

時から正午まで及び午後１時から午後４時まで(1)の場所において交付する。

４　その他

(1) 入札保証金　免除

(2) 入札の無効　入札当日指定された場所、時刻に到着しない場合、２の入札参加資格のない者の提出した

入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃

木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に係る入札書は、無効とする。

(3) 落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格を超えた価格で、最

高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(4) その他　詳細は、入札説明書による。

（薬務課）
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